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感染症発生動向調査事業実施要綱 新旧対照表

新 旧

感染症発生動向調査事業実施要綱 感染症発生動向調査事業実施要綱

第１（ 略） 第１（略）

第２ 対象感 染症 第２ 対象感染症
本 事業の 対象とする感染症は次のとおりとする。 本事業の対象とする感染症は次のとおりとする。

１ 全数把 握の対象 １ 全数把握の対象
一 類感染 症（略） 一類感染症（略）

二 類感染 症（略） 二類感染症（略）

三 類感染 症（略） 三類感染症（略）

四 類感染 症（略） 四類感染症（略）

五 類感染 症（全数 （略） 五類感染症（全数 （略）） ）

新 型イン フルエンザ等感染症（略） 新型インフルエンザ等感染症（略）

指 定感染 症 指定感染症
( )新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 病 原 体 が ベ ー タ コ ロ ナ 該当なし114

ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ ル ス （ 令和 ２ 年 １ 月 に 、 中 華 人 民 共
和 国 か ら 世 界 保 健 機 関 に 対 し て 、人 に 伝 染 す る 能 力 を 有 す る
こ とが新 たに報告されたものに限る ）であるものに限る ）。 。

２ 定点把 握の対象 ２ 定点把握の対象
五 類感染 症（定点 （略） 五類感染症（定点 （略）） ）

法 第１４ 条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症
( )発 熱 、 呼 吸 器 症 状 、 発 し ん 、 消 化 器 症 状 又 は 神 経 学 ( )発 熱 、 呼 吸 器 症 状 、 発 し ん 、 消 化 器 症 状 又 は 神 経 学115 114

的 症 状 そ の 他 感 染 症 を 疑 わ せ る よう な 症 状 の う ち 、 医 師 が 一 的 症 状 そ の他 感 染 症 を 疑 わ せ る よ う な 症 状 のう ち 、 医 師 が 一
般 に 認 め ら れ て い る 医 学 的 知 見 に基 づ き 、 集 中 治 療 そ の 他 こ 般 に 認 め られ て い る 医 学 的 知 見 に 基 づ き 、 集中 治 療 そ の 他 こ
れ に 準 ず る も の が 必 要 で あ り 、 かつ 、 直 ち に 特 定 の 感 染 症 と れ に 準 ず るも の が 必 要 で あ り 、 か つ 、 直 ち に特 定 の 感 染 症 と
診 断する ことができないと判断したもの。 診断することができないと判断したもの。
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３（ 略） ３（略）

第３～ 第６（ 略） 第３～第４（略）

第７ 実施時 期 第７ 実施時期
こ の 実 施 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 こ の 実 施要 綱は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。 た だ し 、

病原 体 情 報 及 び 病 原 体 定 点 に 関 す る項 目 に つ い て は 、 各 都道 府 県 病 原 体 情 報及 び 病 原 体 定 点 に 関 す る 項 目 に つい ては 、 各 都 道府 県
等に お い て 実 施 可 能 と な り 次 第 、 実施 す る こ と と し て 差 し支 え な 等 に お い て実 施 可 能 と な り 次 第 、 実 施 す る こと とし て 差 し 支え な
い。 い。
この 実施要 綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １５ 年 １ １ 月 ５ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施要 綱の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ５ 年 １ １ 月５ 日 か ら 施 行 す

る。 る。
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成１８年４月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成１８年４月１日から施行する

こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １８ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施要 綱の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １２ 日 か ら 施 行 す
る。 る。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 １８ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 こ の 実 施要 綱の 一 部 改 正 は 、 平 成 １ ８ 年 １ １ 月２ ２ 日 か ら 施 行

する。 する。
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２０年１月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２０年１月１日から施行する
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２０年４月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２０年４月１日から施行する

こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２０ 年 ５ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施要 綱の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 １２ 日 か ら 施 行 す
る。 る。

、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２３年２月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２３年２月１日から施行する
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２３年９月５日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２３年９月５日から施行する

た だ し 、 第 ５ の ３ の （ ２ ） の ② の 指定 に つ い て は 、 平 成 ２ ３ 年 た だ し 、第 ５の ３ の （ ２ ） の ② の 指 定 に つ い ては 、 平 成 ２ ３ 年
７月２ ９日か ら施行する。 ７月２９日から施行する。

、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２５年３月４日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２５年３月４日から施行する
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２５年４月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２５年４月１日から施行する

、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２５年５月６日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２５年５月６日から施行する
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２５ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 こ の 実 施要 綱の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月１ ４ 日 か ら 施 行

する。 する。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２６ 年 ７ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ６ 年 ７月 ２６ 日 か ら 施行 す

る。 る。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２６ 年 ９ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す こ の 実 施要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ６ 年 ９月 １９ 日 か ら 施行 す

る。 る。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成２ ７ 年 １ 月 ２ １ 日 か ら施 行 す こ の 実 施要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ７ 年 １月 ２１ 日 か ら 施行 す

る。 る。
こ の 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成２ ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 か ら施 行 す こ の 実 施要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 ２ ７ 年 ５月 ２１ 日 か ら 施行 す

る。 る。



- 3 -

、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成２８年４月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成２８年４月１日から施行する
ただ し 、 第 ２ の １ の 対 象 感 染 症 の 追加 に 係 る 改 正 に つ い ては 、 平 た だ し 、 第２ の １ の 対 象 感 染 症 の 追 加 に 係 る改 正に つ い て は、 平
成２８ 年２月 １５日から施行する。 成２８年２月１５日から施行する。

、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成３０年１月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成３０年１月１日から施行する
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成３０年３月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成３０年３月１日から施行する
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成３０年５月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成３０年５月１日から施行する
、 。 、 。この 実施要 綱の一部改正は 平成３１年４月１日から施行する この実施要綱の一部改正は 平成３１年４月１日から施行する

この 実施要 綱の一部改正は、令和２年２月１日から施行する。


